
店舗等の認知症対応力向上推進事業のフロー図 

【申請までの流れ】  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【認知症サポーター養成講座開催(受講)までの流れ】 （①②の場合があります） 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

今後、従業員等に認知症サポーター養

成講座を受講させ、受講者が認知症サ

ポーターであることを明示し、かつ店

舗や窓口に認知症サポーターがいる

ことを明示しますか？ 

キャラバン・メイト
が開催地の市町事務
局に計画書を提出 

貴企業等の事務局の流
れに従い認知症サポー
ター養成講座を企画 

講座開催地の市町事務
局に連絡し、派遣依頼
をしてください。 
・開催予定、開催地、

参加予定人数 等 
 

開催地の市町事務局と
調整 

認知症サポーターの計画的な養成等の計画を立てて、取組み企業等
申請書及び計画書(様式第 1号)を兵庫県高齢対策課へ提出 

受講者がいる店舗や窓口等に
認知症サポ－ターがいること
を明示していますか？ 

受講者は、オレンジリング等を身につけて認知症サポーターで
あることを明示していますか？ 

従業員に認知症サポーター養成講座を受講させていますか？ 

 はい 

 

は

い 

 
はい 

 はい 

受講者が認知症サポーターであ
ることを明示することは可能で
すか？ 

受講者がいる店舗等に認知症サポ
ーターがいることを明示すること
は可能ですか？ 

 

 

はい 

 いいえ 

 
い
い
え 

 

 はい 

追加掲示希望があれば 

下記書類受理後、兵庫県作成のステッカーを配付 

い

い

え 

 いいえ 

認知症の人にやさしい地域づくりを企業等として取組んでいる。取組みたい。 

 いいえ 

 

全国規模の企業・団体として認知症サポータ
ーキャラバン事務局を設置していますか？ 

 はい  いいえ 

 はい  いいえ 

① 取組み企業等として、自ら認知症サ
ポーター養成講座を開催する場合 

いいえ 

 

 申請することが

できません 

市町キャラバン・メイト(認知症サポータ
ー養成講座講師)の派遣を希望しますか？ 

② 市町が実施する認知症サポーター養
成講座に従業員等を受講させる場合 

 

市町事務局に認知症サポーター養成
講座の開催日を確認し、受講申込をし
てください。 
※市町事務局の開催予定がない、日が
合わない等で、受講ができない場合
は、①での開催をお願いします。 

 

認知症サポーター養成講座を開催 

開催に向けた計画を立てる。 
・開催予定、場所の確保等 

 

認知症サポ
ーター養成
講座受講 

   

 


